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１．市民への感染拡大防止の普及啓発  

 全国的に新型コロナウイルス感染者が増加し、中津市においても 11月 18日に、7月 31

日以来 110日ぶりに、9例目の感染が確認されました。今回の感染を受け、市長メッセー

ジを発信し、会食時における留意点など市民へ注意喚起を行いました。 

 今後も感染状況を注視しながら、引き続き市民の皆様への情報発信に努めるとともに、

市民の皆様には下記の感染防止対策にご協力をお願いします。 

 ≪感染防止対策≫ 

（１）感染リスクが高まる「５つの場面」 （資料１参照） 

   場面１ 飲酒を伴う懇親会等 

   場面２ 大人数や長時間に及ぶ飲食 

   場面３ マスクなしでの会話 

   場面４ 狭い空間での共同生活 

   場面５ 居場所の切り替わり 

（２）会食時における留意事項について （資料２参照） 

   ・正面や真横を避けるなどの「配席の工夫」 

   ・「大声での会話」や「密集・密接での会話」を避ける 

   ・会食の場でも、会話する時はマスクを着用 

   ・箸やコップなどは使い回さず、一人ひとりで使用する 

   ・会食の参加者が把握できるようにする 

（３）冬場を迎えるにあたっての感染防止対策 （資料３参照） 

   ・手洗いやマスク着用、3密回避などの基本的な感染防止対策の徹底 

  ・換気の実施 

  ・適度な湿度を保つ 

   

２．発熱等がある場合の受診方法  

 冬場に入り、発熱等を伴う感染症で医療機関を受診される方が増えてきますが、大分県

では、安心して県民の皆様が医療機関を受診できるよう受診方法を紹介しています。中津

市においても、中津市医師会と協議を行い、県の体制に準じた形で受診相談体制を整えま

した。今後、市報・ホームページ等で市民へお知らせします。（資料４参照） 

 

３．今後の対応  

  ・感染状況や国・県の動向を確認しながら、引き続き、庁内の連携を図り対応します。 

  ・市民に向け、感染予防の啓発や正確な情報提供に努めます。 

  ・新型コロナ電話相談窓口により不安を抱える市民の不安軽減に努めます。 

新型コロナ感染拡大防止対策について 

【問合せ先】 
 生活保健部 地域医療対策課 
 TEL：0979-22-1170(直通) 


